
 

船舶事故調査報告書 

                                  令和４年４月２７日 

                           運輸安全委員会（海事専門部会）議決                 

事故種類 浸水 

発生日時 令和３年９月２１日 １６時００分ごろ 

発生場所 青森県東 通
ひがしどおり

村尻屋
し り や

埼北東方沖 

 尻屋埼灯台から真方位０３４°１０.４海里付近 

 （概位 北緯４１°３４.４′ 東経１４１°３５.６′） 

事故の概要  石材運搬船第六十三幸
こう

栄
えい

丸は、北進中、バラストタンクに浸水し

た。 

事故調査の経過 令和３年１０月５日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等  

 

石材運搬船 第六十三幸栄丸、７４８トン 

１３４５４６、株式会社和功汽船 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、京浜港で土約２,０００ｔを積

載し、台風の影響を避ける目的で東京湾内に一晩錨泊した後、台風の

余波が残る中、揚げ地に向けて出航し、尻屋埼北東方沖を約１０.８

ノットの対地速力で北進していた。 

機関当直者は、本船が右舷に約２°傾いていることに気付き、甲板

員に連絡を行い、甲板員が載荷状況等から勘案してバラストタンクに

破口が生じたものと推定し、船長に報告した。 

機関当直者らは、バラストポンプを始動して吸入圧力及び海水排水

の所要時間等を参考に各バラストタンク内の残水量等を調べたとこ

ろ、Ｎｏ.２右舷バラストタンク（以下「本件タンク」という。）から

排水すると船体傾斜がなくなることが分かった。 

本船は、揚げ地に到着するまでバラストポンプの運転を継続し、揚

げ地到着後に水中工事会社が調査した結果、本件タンクの船底外板に

幅約２cm、長さ約６cm の破口を伴う板厚（鋼材の厚み）が薄くなっ

た部分が存在することが判明し、同社が破口部の仮修理を行い、後

日、上架して本件タンクの船底外板の一部を切り替えた。 

本件タンクの船底外板は、厚さ約１１mm の一般構造用圧延鋼材が

使用され、船舶検査官が切替工事中及び工事後に検査を行った結果、

本件タンクの内面に発生した局部的な電食が破口の原因であり、本件

タンク内の底部に堆積した汚泥中に含まれていた金属片が電食を生じ



 

させた可能性があると推定された。 

鉄の腐食に関する文献によれば、船底外板のバラストタンク側内面

に塗装されている塗膜の一部が破壊されると、局部電池作用が生じて

腐食（ピッチング）が起こるとともに、その腐食部（錆こぶ内）に自

然界一般に棲息
せいそく

する嫌気性の硫酸塩還元バクテリアが鋼材の腐食を更

に進行させるとの記載がある。 

分析 本船は、本件タンクの底部に汚泥等が堆積し、船底外板に電食等が

生じて板厚の減少が進んだことから、台風の余波が残る海域を航行し

た後、尻屋埼北東方沖を北進中、本件タンクの船底外板に破口が生じ

て浸水した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件タンクの底部に汚泥等が堆積し、船底外板

に電食等が生じて板厚の減少が進んだため、台風の余波が残る海域を

航行後、尻屋埼北東方沖を北進中、本件タンクの船底外板に破口が生

じたことによって発生した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、バラストタンク内を定期的に点検し、船底外板等

に局部的な電食等の発生がないことの確認を行い、必要に応じて

バラストタンク内壁面の塗装（保護皮膜）を補修すること。 

・船舶所有者は、バラストタンクの底部を定期的に掃除し、汚泥等

を蓄積させないことが望ましい。 

 


